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（3）なお、死亡、後遺障害又は重篤な疾病をもたらすおそれのあるリスクに対して、適切なリスク

低減措置の実施に時間を要する場合は、暫定的な措置を直ちに講ずるものとする。

11　記　　録

　事業者は、次に掲げる事項を記録するものとする。

（1）調査した化学物質等

（2）洗い出した作業又は工程

（3）特定した危険性又は有害性

（4）見積もったリスク

（5）設定したリスク低減措置の優先度

（6）実施したリスク低減措置の内容


